
令和６年11月8日

地方公共団体における
再犯防止の取組を促進するための協議会

【北海道・東北ブロック協議会】

立ち直り支援における地域の連携協力の在り方
～地域の実践から～

30min

資料４



本日のテーマ

①ＮＰＯと保護司としての活動

②地域の課題と、社会的に逸脱してしまう若者とその背景

③宮城県刑務所出所者等就労・定着ネットワーク事業
「リ・トライ！」について

④ＮＰＯと地域の支援者が連携した再犯防止の取り組み



自己紹介

今野純太郎
1970年 宮城県仙台市生まれ
1987年 高校時代に路上生活者や日雇い労働者の世界に触れる
2000年 ヒューマンアカデミー株式会社にて若者支援に携わる
2007年 栃木県喜連川社会復帰促進センターにて受刑者訓練に関わる
2011年 3月2日 NPO法人Switch設立
2011年 3月11日 東日本大震災
2013年 ユースサポートカレッジ石巻NOTEスタート
2016年 保護司 委嘱 泉地区保護司会
2022年 認定NPO法人Switch 代表理事

趣味：野鳥観察 野生生物観察 登山 釣り キャンプ ギター

認定NPO法人Switch
代表理事

・公認心理師
・保護司
・日本ファンドレイジング協会

准認定ファンドレイザー
・宮城県森林インストラクター
・復興農学マイスター（CAR）
・IT農学マイスター（CAIT)
・仙台市男女共同参画推進審議会委員



自己紹介

特定非営利活動法人Switch

■所在地〒983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-3 東口鳳月ビル602
TEL：022-762-5851 FAX：022-762-5851

■設立：2011年3月2日 ■代表理事 今野純太郎 小野彩香

■従業員数：２２名 ■決算月：４月
■事業内容
障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ、スイッチ・イシノマキ

ユースサポートカレッジ（困難を抱えた思春期・青年期の就学・就労支
援）仙台NOTE、石巻NOTE
学校メンタルヘルスリテラシー教育（予防教育事業）

各種メンタルヘルス研修の実施
精神保健福祉分野における研究
有料職業紹介事業所（04-ユ-300233）



Profi le 「多様な若者が希望を持てる社会の実現のために」

事業拠点

仙台市宮城野区榴岡1-6-3
東口鳳月ビル602
TEL:022-762-5851
障害福祉サービス
就労移行支援

仙台市宮城野区榴岡1-6-3
東口鳳月ビル602
TEL:022-762-5851
就労準備支援
職場実習
職業体験プログラム

石巻市鋳銭場1-9 2階
TEL:0225-24-6511
障害福祉サービス
自立訓練

高校内居場所カフェ事業

石巻市鋳銭場1-9 2階
TEL:0225-25-5374
就労準備支援
職場実習
職業体験プログラム



令和６年度予算

障害福祉サービス事業 ユースサポートカレッジ事業

居場所事業本部事業

障害福祉サービス事
業は仙台市の就労移行
支援、就労定着支援と、
石巻市の自立訓練（生
活訓練）を軸に、精神、
発達障害の若者を中心
に、本人の強みを活か
す伴走支援に取り組ん
でいます。

仙台市委託事業と
なったユースPASSOと、
震災後の石巻の若者を
支え続ける石巻NOTEを
中心に、制度の枠を超
えたユースサポートカ
レッジ事業を展開し、
多様な若者の生きづら
さに伴走しています。

高校生に寄り添う校
内居場所事業と、オン
ライン上の孤立に向き
合うオンライン居場所、
おらんちラウンジは、
若者の現場に私たちが
コミットする重要な手
法のひとつです。

誰でも取り組めるメ
ンタルケアツールとし
て開発したカードゲー
ム。少年院、刑務所出
所者の生きづらさに向
き合うリ・トライ！な
ど、新たなテーマに取
り組み続けます。

HP情報

詳細な財務情報はWebサイ
トでご覧いただけます
https://switch-sendai.org



保護司 ～立ち直りをささえる～

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間
のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱さ
れた非常勤の国家公務員です。

保護司 保護観察所

地域に精通する民間ボランティア
「非常勤の国家公務員」

①保護観察になった人への助言や指導
②刑務所などに入っている人の出所後の生活環境の調整
③地域での犯罪予防のための啓発・宣伝活動
④犯罪予防のための関係機関団体との連携・協力など

専門知識を持つ国家公務員の
「保護観察官」

①保護観察の実施計画を策定する
②専門的な処遇プログラムを実施する
③遵守事項の違反等に対応する

保護観察
対象者

更
生
を
支
援

刑務所の
仮出所者

少年院の
仮退院者 など

保護司



水面の下の見えない社会課題 「NPOとして考えること」

■水面下の課題

私たちの生きて
いる社会には、障
害や貧困、福祉的
な課題など、水面
上に見えている課
題があります。
自治体はそれら

の課題に様々な手
を打っています。
しかし、変化の

激しい現在、新し
い課題が次々に生
まれてきています。

就労定着支援

障害者雇用

ひきこもり支援 社会的養護

生活困窮
福祉的就労

ヤングケアラー
発達障害グレーゾーン

若年者メンタルケア若年自死

性的マイノリティ
オンライン上の孤立

累犯障害者

虐待

若年ホームレス

制度事業

制度外事業

水面下の課題を
顕在化することが

ＮＰＯの役割のひとつ



■社会的に逸脱してしまう若者



■成育歴
Aさんは出生後に、幼少期の両親の離婚や、

実父の不適切な養育（ネグレクト、DV）など
から、精神的な成長が阻害されてきた。中学
校1年生でADHD（注意欠陥・多動症）の診断
を受けるが、公的な機関での適切な発達支援
を受けることが出来ず、対人不安が進み、低
い自己肯定感のまま高校を卒業した。

「ある若者の例」

■事件の概要
Aさんは高校卒業後に就職活動をすること

なく、実家でゲームをしながら数年間、昼夜
逆転の生活を続けていた。
時折出かけるショッピングセンターにて、

ゲームソフトの窃盗に及んだ際に、自信や充
足感を得たことをきっかけに、４度の窃盗を
繰り返し２度逮捕。

■帰住・今後の方針について
Aさんは５月に出所し、引き受けを拒否した

実父のもとには帰住せず、更生保護施設に帰
住した。
今後は生活保護の申請を行い、グループホー
ムに転居し、中長期的に安定就労を目指す。

※事例は事例検討用にアレンジしたものになります。



ケーススタディ １「窃盗」

事件

窃盗
自信を持てず投げやりになってしまう

身体的虐待が苦しかった

学校に弁当を持っていけず悲しかった

家でも学校でも理解されず悲しかった

徐々に人と話すことが難しくなった

母親に会えないことがつらかった

引きこもり

無職

発達障害

低い肯定感

本人の特性

ネグレクト

DV

不適切養育

環境要因

ソーシャルスキル

就労

認知行動療法

グループホーム

生活保護

通院服薬

支援方針
本人の言葉からは、「整理されない孤独感」

が湧きだしてくる。

保護司の伴走



「幼少期、学校に弁当を持っていくことが出来なかったんです。いつも友達の
きれいな弁当を見て、うらやましく思っていました。たまに友人の弁当をも
らったりしていました」

「おやじにはいつも、気に入らないことがあると殴られていました。それが当
たり前でしたね。あんなやつ、はやく死ねばいいのに」

「学校でもどうせ成績も悪かったんで、友達みたいに塾に行っても無駄だと
思っていました。勉強しても仕方ないかなと。」

「高校の時はバイトしても、結局は親に巻き上げられていました。給料が少な
いと殴られ、学校では居眠りしては怒られていました。先生も気づかなかった
みたいですね」

「実はおれ、母親の顔を覚えてないんです。どんな人だったんですかね」
20代



■そのほかにも、様々な背景を
訴える声が聞こえてきます。



最初はお金が必要でやっていたんですが、最後
は家族を守らなきゃ、という一心だけで、犯行に
関わっていました。手元にはお金は残りませんで
した。

だからと言って、自分が悪くないというわけ
じゃないですよ。何の疑いもしないおばあちゃん
に、お茶を出してもらったりしながら、何百万円
もだましていたわけですから。

30代



夫を病気で亡くしてから、本当に何もする気力
がなくなってしまって、家も、財産も、夫の保険
金すらも、あっという間に全部使い切ってしまい
ました。
気づくとコンビニでおにぎりを万引きし続けて

いて、捕まるまではそんなに時間はかかりません
でした。

40代



派遣とかアルバイトを転々として食いつないで
来たんですけど、年齢が上がってきたら仕事がな
くなってきて、月6万円くらいの収入で生活して
いて、そのうち路上で暮らしはじめました。
少し遠い現場の仕事があって、自転車が買えな

くて、つい放置自転車に乗ってしまいました。

50代



■彼らの取った行動だけで判断す
るのではなく、その背後にある人生
や生きづらさに、思いを馳せること
が大切。



「リ・トライ！」 ～再犯者率の増加～

令和５年版 犯罪白書より

■再犯者率の増加

平成１５年から令和４年の２
０年間で、再犯者率は２０％増
加しました。
犯罪件数の減少と反比例して

再犯者率は急激に増加している
ため、犯罪に至る背景の大きな
変化が想定されます。



課題背景 「動機は多岐に渡るが、経済格差の影響が見て取れる」

■動機

生活困窮など、経済格
差に起因すると思われる
犯行の比率が高い印象で
す。

令和４年版 犯罪白書より



課題背景 「不安定な生活基盤から、孤立する対象者像が見える」

■住所不定者

１８％の方々は、
住所不定であり、不
安定な生活基盤が見
て取れます。

令和４年版 犯罪白書より



課題背景 「７割の方が仕事のない状態から孤立していくことが見て取れる」

■就労状況

約7割の方々は、
無職であり、居住以
上に、就労状況の影
響が高いことが伺わ
れます。

令和４年版 犯罪白書より



課題背景「少年：男子で4割、女子で7割が何らかの虐待を受けている」

■被虐待経験
少年院入院者の男子4割、女子7割が、何らかの被虐待経験があります。

令和５年版 犯罪白書より



慢性肺疾患（COPD）や肝炎のリスクが 2.5倍
うつ病のリスクが 4.5倍
自殺願望が 12倍

さらにさらされ続けると
肺がんリスクが生涯 3倍
虚血性心疾患が 3.5倍

■人が「あるもの」に晒され続けると以下のような影響
をうけます。その「あるもの」とは



■小児期逆境体験 ACE
Adverse Childhood Experience

①十分な食事が与えられない、衣服が汚れている、あるいは守ってくれ
る人や世話してくれる人がいないと感じた。
②離婚、育児放棄、死亡などの理由で、親をなくした。
③うつ病、精神疾患、自殺者未遂をした人と生活していたことがある。
④アルコール中毒や薬物中毒（処方薬を含む）を患っている人と生活し
ていたことがある。
⑤家にいる親や大人が、お互いに突き飛ばしたり、殴ったり、叩いたり、
あるいは危害を加えたり、脅したりしたことがある。
⑥収監された、あるいは実刑判決を受けた人と生活したことがある。
⑦家にいる親や大人が、あなたを罵ったり、侮辱したり、けなしたこと
がある。
⑧家にいある親や大人が、あなたを叩く、殴る、蹴るなどの肉体的な暴
力を加えたことがある。
⑨家族のだれからも愛されている、あるいは特別な存在だと思われたこ
とがないと感じる。
⑩自分が望まない性的接触を強制されたことがある ※カットオフ値４

TED日本語 「ナディン・バー
ク・ハリス: いかに子供時代
のトラウマが生涯に渡る健
康に影響を与えるのか」より



小児期逆境体験が健康や寿命に及ぼすメカニズム

早世

疫病、障害
社会不適応

健康を害する
行動による順応

社会的・情緒的
認知の障害

神経発達の混乱

小児期逆境体験ートラウマ

予防

介入

逆境的小児期体験が健康や寿命に及ぼすメカニズム（子どもの虹紀要 2017;133）より今野作成

人
生
の
展
望



小児期逆境体験（ACE)

令和５年版 犯罪白書より 法務総合研究所の調査による。



小児期逆境体験（ACE)

令和５年版 犯罪白書より 法務総合研究所の調査による。

■少年院在院者の6割は両親の死亡や離婚という大きな
喪失体験を経験しています

■身体的暴力の経験が6割、言葉による暴力の経験が４
割を超えています

■母親が暴力を受けていた経験は3割を超えています。

■4人に１人は家庭内に精神疾患の方がいます

■6人に１人はアルコール依存の家族を抱えています。

■8人に１人は家族が自殺未遂をしています

■10人に１人は、家族が薬物を使用していたり、ネグ
レクトだったり、刑務所に服役していたりしています

■50人に１人は性的な虐待を受けています



精神疾患の発症年齢

公益財団法人日本学校保健会 「子どもの未来を考える人のための学校保健」より

■精神疾患の発症年齢

精神疾患は全体の半数が14
歳までに発症し、20代前半
までに75％が発症していま
す。
若年期の逆境体験が、その
後の人生に大きな影響を及
ぼしていることが予想され
ます。

小
児
期



■再犯防止の取り組みは、本人を
矯正するという取り組みではなく、
地域にある無数の落とし穴を、地
域全体で埋める取り組み。





 本事業の関係機関と役割

■連携事業参加企業増加
に向けた取り組み

■連携事業参加企業
支援

■行政機関並びに
更生保護及びその他
民間団体等との連携構築

a．地域連携事業及び職親プロ
ジェクトの活動周知（支部業務）
→専用Webサイトによる広報の促
進と、職親企業をアピールすることに
よる企業の参加意欲の拡大。
b．地域連携事業及び職親プロ
ジェクト参加企業の誘致（支部業
務）

a．採用及び雇用継続に係る実務
支援（支部業務）
b．出所者等の雇用に係る包括的
相談窓口設置（連携・支部業務）

a．矯正施設及び保護観察所等と
の連携体制の構築（支部業務）
b．更生保護関係者及びその他民
間団体等との連携体制の構築（連
携・支部業務）
c．連携事業関係者等による連絡
協議を目的とした会議の実施（支
部業務）→年間4回のネットワーク
会議を開催

宮城支部

令和6年度助成によるサポート 活動周知、採用、
雇用支援、ネットワーキング

■採用者(出所者・出院者)
に対する支援

a．採用者の就労及び社会生活等
に係る相談窓口の設置（連携・支
部業務）
b．採用者を対象とした教育及び体
験活動等の企画及び実施（連携
業務）→年間12回の居場所、講
座の展開
c．bの実施に際して必要な関係機
関等との連絡調整等（連携業務）

採用者への教育体験活動の
企画関係機関連携

連携体制構築サポート

宮城県就労支援
事業者機構

協力雇用主企業に対しての
活動周知、ネットワーキング



 本事業の取り組み内容

■Webサイト

本事業専用Webサイト
を用意し、対象者が必要
な情報に容易にアクセス
できるようにするとともに、
協力企業の拡大もはかり、
地域の受け皿の拡大を
目指す

■個別相談

プログラムの前後に予約
制で個別相談の時間を
用意し、個別に抱える課
題や、今後のキャリアのビ
ジョンについて、伴走型の
支援を実現する

■プログラム

プログラムでは単に話を聞
くだけではなく、対話や
ロールプレイも交え、就労
の場面で実践的なスキル
を身につける場を目指す。

■企業連携

協力雇用主や職親企業
の拡大のための活動を進
め、地域社会の中で、対
象者の受け皿となる企業
の開拓を進める

■ネットワーク

対象者を取り巻く地域資
源や、企業、支援者など
のネットワーク体制を作り、
対象者が孤立しない仕
組みをつくる。

就労や就労継続の悩みを抱える、
宮城県内の刑務所、少年院等出所者



利用登録

■Web上で自由に利用登録・プログラム予約
リ・トライはパソコンやスマートフォンから、自分で問い合わせ、
登録、予約をすることが出来ます。
対象者は自分で適切な相談窓口につながることが難しい
方が多く、自分の意思で利用につながることが出来ることを
大切にしています。

■はじめに全員と個別面談
登録時には全員と個別面談をします。
話せることもあれば、話せない過去もあり
ますが、すべてまとめて担当者がお伺い
します。すべて否定も肯定もせず、受け
止めながら、利用者の皆様の、これから
のキャリアを一緒に考えます。



プログラム概要

■プログラムでは実践的なソーシャルスキルを習得



プログラム概要

■プログラム内容は、対
象となる方々が、社会の
中での働きづらさ、生き
づらさを感じる場面を出
し合う座談会から始まり、
その対処法をソーシャル
スキルズトレーニングで
学ぶ構成になっています。
講師にはSSTの第一人者、
前田ケイ先生をお招きし、
金銭管理、依存症、働く
現場での生きづらさ、コ
ミュニケーションの課題、
ストレスコーピングなど、
実際に社会で向き合う課
題に対し、ロールプレイ
を通して、チームで解決
策を探ります。



泉地区更生保護サポートセンター

仙台市市民活動サポートセンター

更生保護法人宮城東華会

特定非営利活動法人Switch

■実施会場

会場は仙台市内を中
心に4か所、一般には場
所は公開せず、参加者
だけに告知する形で実
施しました。
本人たちの個人情報

にに配慮するとともに、
公共交通機関で、目的
地にたどり着くトレー
ニングにもなったと考
えています。

中心部を起点に様々な場所で開催



参加者の属性

■犯罪類型は窃盗が53％と最も多く、続いて風俗、その他と続きます。
■参加者の52％は何らかの精神、発達、知的な課題を抱えています。

2024年9月5日現在



参加者の属性

2024年10月21日現在

■参加申し込みの経路は就労支援事業者機構、保護司と続きます。
■参加者の69％は、逮捕時に困窮状態にありました。



1. 実施日： ２０２４年６月２２日（土） １４：００～１６：００
2. ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST)
刑務所、少年院出所者座談会「仕事や生活の中で困る場面はありますか？」
3. 参加者； 受講者：６名、講師：２名、スタッフ：３名

■内容
受講者が抱える仕事や生活での困るもしくは
困った場面、リスクのある場面をペアワーク
で話し合い、リストアップした。話す際の
ルールとして、意見を否定しないことを共有
しペアワークを実施。話しで挙がった場面に
ついては、各グループから発表してもらい、
人前で話す機会も作った。

■感想
① SST が、今後の自分の仕事や生活に役立ちそ
うであると感じた。継続して学びたい。
②今日の体験学習の場面は、自分には無かった。
④仕事の指示など、Yes か No のどちらか一方
を選ぶだけが答えでないことがわかった。

職場や生活の中で困る場面はありますか？



1. 開催日時： ２０２４年７月２０日（土） １４：００～１６：１５
2. プログラム： 協力雇用主・職親企業との対話「職場の中で働くことの難しさとやりがいを知る」
3. 参加者； 受講者：７名、講師：１名、スタッフ：２名

■内容
①職場紹介と職場の特徴について
農福連携、中間的就労支援、農村留学プログラム、
人材育成研修およびスタディツアーなど。
②少年院との関わり、及び協力雇用主として受け
入れしてみて
③職場の中で働く事の難しさとやりがいについて。
仕事の内容によって、個人差があり、向き・不向
きがあること。職場内での情報共有の難しさなど。

■感想
①今まで経験の無い職業の話を聞けて良かった。
②様々な職種で支援が受けられる事が知れて良かった。
⑤是非機会がありましたら、体験させて頂ければと思います。
⑥講師の方の経歴を聞いた時、様々な経験をした方が色々な仕事
につながるのだと思いました。
⑦協力雇用主の存在を知ることができた。

協力雇用主との対話



1. 開催日時： ２０２４年８月３日（土） １４：００～１６：００
2. プログラム： 金銭基礎教育プログラム「MoneyConnection®」
3. 参加者： 受講者：７名、講師：１名（Zoom オンライン）、スタッフ：３名、オブザーバー：１名

金銭基礎教育プログラム

■内容
①アイスブレーク、趣旨説明
「お金と仕事 - 自立後の生活を考える -」。
②一人暮らしワーク
生活コスト予想シートを使い、自分の生活コスト
を予想するワークを実施。
③稼ぎ方・働き方ワーク
稼ぎ方・働き方カードを各自引いてもらい、人生
をシミュレーション。
④暮らし方ワーク

■感想
改めて、生活再建のための金銭面について考える機会が得られ
たことに感謝します。
②これから安定した生活を送っていく為には、今回の講習で学
んだお金の使い方、生活に必要な時間を見て実践してみたい。
④カードを引いて暮らしをシミュレーション出来たのが面白
かった。
⑤今までは少しお金の使い方が悪かったので考えて使う様にし、
できるだけ貯金をしたいと思う。



節約の工夫をしながら楽しく暮らすには

1. 開催日時： ２０２４年８月２４日（土） １４：００～１６：００
2. プログラム： 金銭管理SST「節約の工夫をしながら楽しく暮らすには」
3. 参加者： 受講者：７名、講師：１名、スタッフ：２名、オブザーバー：１名

■内容
①アイスブレーク、趣旨説明
②工夫しながら生活するヒント
コンビニ、スーパーの活用方法や、チ
ラシの見方。図書館活用。公共交通機
関の活用法など。
③ペアワークと共有
④生活に困った時の地域資源の案内

■感想
①人前で話すのは少し苦手だが、SST は練習だ
と割り切れるので話しやすかった。貴重な体験
を有難うございました。
②またプログラムを受講したいです。
③普段からネットやスマホで簡単に答えを見つ
けて問題を解決しようとしがちになっています
が、人との会話の中で、答えを見つける事も大
切だな、と思いました。
④日々のちょっとした節約は、「チリもつもれ
ば山となる」



協力雇用主のもとでの1日農業体験

1. 開催日時： ２０２４年８月３日（土） １０：００～１６：００
2. プログラム： 1日農業体験実習
3. 参加者： ３名、
講師：１名（協力雇用主）、
スタッフ：２名



アルコール、薬物、ギャンブル、オンラインゲームなどで困ったことは？

1. 開催日時： ２０２４年９月２１日（土） １４：００～１６：００
2. プログラム：「アルコール、薬物、ギャンブル、オンラインゲームなどで困ったことはありますか？」
3. 参加者： 受講者：７名、講師：１名、スタッフ：２名、オブザーバー：１名

■内容
①趣旨説明
②講師、飯室勉氏の講演
③仙台DARC利用者からの体験談

■感想
①薬物はやっぱりやらないほうがいいと思った。
②自分がギャンブル依存かと心配
③迫力ある談話で聞いていて実になる話だった。
このような談話をまたぜひやってほしいです。
④身近ではない話を聞けて良かった。自分も一
歩づつでも進んでいけるようにしようと思えた。
⑤仕事をしたいと進んで思えるようになった。
⑥長年薬物を止め続けていてもスリップしてし
まうので気を付けて、今日学んだことを頭にお
いて生活して行きたい。
⑦もう一度犯罪に手を染めることはしてはいけ
ないと自覚でした
⑧しゅうしょくして今は働いているけどSSTで
やったことが役にたっていると実感できてます。



地域の支援者の方とのつながり

ネットワーク構築状況

宮城支部

宮城県就労支援
事業者機構

宮城刑務所 東北少年院

青葉女子学園 東北少年鑑別所

ハローワーク仙台

コレワーク東北

仙台保護観察所

東北地方
更生保護委員会

講師依頼交渉や、事業内容説明を通して
地域ネットワーク構築中



■ＮＰＯにとっての「協働」とは



「NPOにおける協力の３類型」

■協力の３類型 「協力」には3つのタイプがあります。

協力１．０ 協力２．０

Support

協力３．０
ともに同じ目的に向
けて活動を進める。

ともに目的は同じだが、
主役AにBが協力する

目的は異なるが、ともに
同じ目的を達成すること
で各目的を達成する

A A

A

B BB



③相利評価表で事業設計や成果評価をする

■相利評価表 【発達障害、引きこもりの傾向がある若者の就労支援の例】

関係者 抱える課題 目的 活動 役割 相利

本人
生きづらさと就労困

難性

活き活きと楽しく暮

らすこと

自身の人生の主役に

なること
充実した人生を歩む

NPO・保護司
多様な就労課題を抱

えた若者の存在

若者が自立した生活

を送ること

個別に伴走するきめ

細かい支援

若者が自己実現する

ことが出来る

企業
少子化による人材不

足

人材を確保し利益を

上げる
市場経済を牽引する

将来ある若手人材に

よる戦力強化

相談支援事業所
若者の福祉サービス

への壁

障害のある若者の地

域移行

アセスメント、情報

提供、計画作成

福祉サービスへのス

ムーズな接続

区役所
障害高齢課

障害を抱える若者の

増加

若者が障害と向き合

いつつ自立する

適切なサービスとの

接続

市民が適切なサービ

スに接続できる

家族
子どもが自立できず

将来が不安

ひきこもりから脱し

て自立する
本人の精神的ささえ

将来に対する不安の

解消

医療機関
治療後の社会との接

点が不足

服薬、治療により症

状を軽減する

投薬、治療など医療

的アプローチ

医療アプローチによ

るQOL向上

グループホーム
障害者の居住サービ

スへの接続の悪さ

障害のある若者の居

住課題を解決

若者に住居を提供す

る

若者が適切な住居に

入ることが出来る

保護観察所
本人の地域移行の困

難さ

本人が地域で安定な

生活を実現する

司法の立場から本人

の行動に助言

生活を安定させ再犯

防止を実現

若
者
支
援



③相利評価表で事業設計や成果評価をする

■利害関係者全員がテーブルにつく「なるべく本人のいるところで話し合う」

ＮＰＯ
保護司

本人

家族
医療
機関

企業

グループ
ホーム

障害
高齢課

相談
支援

保護
観察所



③相利評価表で事業設計や成果評価をする

■パワーバランスが大きい時には、ただの質問ですらも「脅威」になることがあります

ＮＰＯ
保護司

本人

家族
医療
機関

企業

グループ
ホーム

障害
高齢課

相談
支援

保護
観察所



③相利評価表で事業設計や成果評価をする

■対話的な場をつくることで本人の自発性を導き出すことができます

ＮＰＯ
保護司

本人

家族
医療
機関

企業

グループ
ホーム

障害
高齢課

相談
支援

保護
観察所



③相利評価表で事業設計や成果評価をする

■インフォーマルな資源にも目を向けましょう

ＮＰＯ
保護司

本人

家族
医療
機関

企業

グループ
ホーム

障害
高齢課

相談
支援

保護
観察所

交際中
の彼女

過去の
上司

中学の
友人

スポ少
の監督

ペット
の犬

ＳＮＳ
の知人

パチン
コ店



地域の機関が連携する未来

■窃盗の現行犯で逮捕

3度目の逮捕になるため実刑の可能
性が高く、自治体の障害高齢課が、ご
本人の2年後の帰住に向けて、支援
体制を組む必要があると判断し、関係
機関との連携を
始める。
本人が通院し
ていたクリニック
や、保護観察所
とのケース会議を
始める。

■定期支援者会議を開始

本人の発達の特性などから、地域
の発達相談支援センター、相談支援
事業所、幼少期から本人と関わってい
たNPO、保護観察所、、そして担当の
保護司に声がけ
し、定期的な
支援会議を実施
。目標を2年半後
の刑務所出所に
向けて準備を
始める。

1 2



地域の機関が連携する未来

■本人支援と母支援チーム

実母との共依存に近い関係性による
DVや、実母の就労の不安定さなどに
より、実母のサポートも必要と判断し、
支援機関で役割を分担し、母支援
チームと、本人
支援チームを
つくり、 それぞれ
に支援を進めて
行く。

■裁判を傍聴

被害者との間で開かれた裁判には、
参加できる支援者が傍聴することとし
た。弁護士情報共有を進めながら、本
人の復帰のための支援体制を構築す
る計画を作成し、
提出した。
前後では実母との
コミュニケーション
も取り、その後の
支援に向けて
信頼関係を構築
した。

3 4



地域の機関が連携する未来

■留置所にて本人面談

刑の確定までは、留置所に出向き、
数回本人面談を実施した。
支援者と本人の顔の見える関係の構
築を意識し、本人の不安定なメンタル
の状態に寄り添
うことを意識した。
このタイミングで
服薬や気持ちの
コントロールに
ついても検討した。

■母の意向を傾聴

本人からの家庭内暴力などもあった
ことから、実母の今後の意向を何度
かに分けて傾聴するとともに、中長期
的な希望の聞き取りを開始する。
実母は精神的にも消耗しており、可
能であれば本人
に自立した生活
をしてほしいとの
希望を打ち明け
られた。
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地域の機関が連携する未来

■刑務所とオンライン面会

本人が刑務所に言ったのちは、距離
的なものもあり、オンラインを中心に
面談を複数回実施した。
支援機関は複数毎回参加し、顔の見
える関係をつくる
とともに、地域に
帰住する際の
希望を詳細に
聞き取り、調整
して行った。

■グループホームが合流

本人の地域帰住が進むにつれて、
現実的な帰住地を決める必要が出て
きたため、グループホームにも支援
チームに加わっていただいた。
支援者間での
資源の共有から、
本人への情報
提供まで、幅広く
居住地の情報を
探っていった。

7 8



地域の機関が連携する未来

■生活環境調整を開始
保護司による、地域帰住を目指した
生活環境調整が始まる。
事前に支援チームで検討していた内
容をもとに、本人の帰住に向けての方
針を立て、保護観察所と連携しながら
帰住計画を策定
して行った。
一旦実家に戻る
ものの、すぐに
自立する方向で
調整する。

■連携の地図を描く
毎月1回の定例としたケース会議の
中で、徐々に本人の帰住のイメージを
固めて行く。
自治体の障害高齢課や発達支援セ
ンターによるサポートを柱に、保護司
と幼少期から
本人と関わるNPO
相談支援事業所
とグループホーム
などが連携し、
連携の地図を
描いた。
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地域の機関が連携する未来

■現地刑務所にて本人面談
遠方の刑務所ではあったが、本人の
出所の直前に支援機関4者が、本人
の面談に出向き、帰住地で支援機関
が連携して本人をお待ちしていること
を説明する。
本人からは
これだけ多くの
人たちが支援
体制を組んでくれ
ている事への
感謝の言葉が
出る。

■本人出所
本人の出所日宮城刑務所へ移送と
なる。
本人の面談を各支援者で行い、再
犯の予防に加え、今後の支援方針と
中長期目標を設定する。
居所については
数日後に
グループホームに
接続することに。
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地域の機関が連携する未来

■居住地確定、個別伴走
体験を経てグループホームが確定。
居住を開始する。
その後は3か月にわたり、本人の通院
同行や、外出の支援を行い、本人と
信頼関係を作りながら再犯の抑止を
目指す。
この間に保護観察
期間が終了した
ため保護司は
支援チームから
離脱する。

■社会への信頼回復の物語
『それまで家に引きこもり気味で、
社会性を失いかけていた本人が、徐々
に社会との接点を増やし、前向きな行
動力を回復していった経緯は、ご本人
の社会への信頼回復の経緯であり、関
わった方の
思いに、ご本人が
気づいたところ
からスタートした
と考えている。』
本人は現在も自立
した生活を送る。

13 14



■多くの人たちが関わってくれたことに、本
人が気づいたところから、社会への信頼回
復が始まりました。



連携の地図を描くワークショップ 「日本自立準備ホーム協議会 北海道東北合同研修会」

■連携の地図を描くワークショップ開催

某協議会様の研修会や、泉地区保護司会研修会などで、
地域の支援機関の連携のイメージを出し合うワーク
ショップを実施。
インフォーマルなものも含めて、地域資源のイメージ

を確認することが出来ました。



ご清聴ありがとうございました

ご不明点はお気軽にお問い合わせください！


